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   平成２４年４月１６日（２） 

開議  １４時１５分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、こんにちは。只今の出席議員は、１５人であります。 

 それでは、これより本日の会議を開きます。 

 議事に入る前に、皆さんに、ご報告いたします。 

先日の本会議終了後に開催されました、議会運営委員会におきまして、委員長及び副委

員長が互選されましたので、お知らせいたします。 

委員長には、鎌田晃二議員、副委員長には、福井昌文議員。以上のとおりでございま

す。これで報告を終わります。 

 それでは、日程第１ 議案第４３号を議題といたします。 

議案第４３号は、議会運営委員会提出の議案であります。委員長に提案理由の説明を求

めます。鎌田委員長。 

○６番 鎌田晃二君 

 皆さん、こんにちは。それでは、議案第４３号 豊前市議会委員会条例の一部改正に

ついて、提案理由の説明をしたいと思います。 

 ４月１０日の議会運営委員会におきまして、各常任委員会の定数を５から７に、審査

の充実を図るためには良いだろうという意見が出ました。また、定数の表記が何名とい

うことになっているのを、全国議長会の標準条例に合わせて、人にするということで意

見があり、今回、条例の提出となりました。以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長 磯永優二君 

 委員長の説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これをもって、質疑を終わります。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これをもって、討論を終わります。 

これより、採決に入ります。議案第４３号を採決いたします。 

本案を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしました。 

 ここで議事運営上、暫時休憩いたします。 

休憩 １４時１９分 
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再開 １４時３０分 

○議長 磯永優二君 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２ 常任委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、総務委員会委員に

は、平田精一議員、安江千賀夫議員、尾澤満治議員、宮田精一議員、渡邊 一議員、秋

成茂信議員、そして、私、磯永優二、以上、７人を総務委員会といたします。 

 文教厚生委員会委員には、鈴木正博議員、福井昌文議員、鎌田晃二議員、岡本清靖議

員、榎本義憲議員、尾澤満治議員、山崎 議員、以上７人を選任いたします。 

 産業建設委員会委員には、黒江哲文議員、福井昌文議員、鎌田晃二議員、岡本清靖議

員、榎本義憲議員、山崎 議員、爪丸裕和議員、以上７人を選任いたします。 

 予算委員会委員には、平田精一議員、岡本清靖議員、榎本義憲議員、尾澤満治議員、

山崎 議員、渡邊 一議員、秋成茂信議員、そして私、磯永優二、以上８名を選任い

たします。 

 決算委員会委員には、黒江哲文議員、安江千賀夫議員、鈴木正博議員、福井昌文議員、

鎌田晃二議員、爪丸裕和議員、宮田精一議員、以上７人を、それぞれ指名いたしたいと

思います。これに、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました議員を各常任委員会委員に選

任することに決しました。 

 只今、各常任委員が決まりましたので、休憩中に委員会条例第１０条の規定により、

各委員会を開催し、正副委員長の互選を行うようお願いいたします。 

 それでは、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 １４時３３分 

再開 １５時０７分 

○議長 磯永優二君 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中に開催されました各委員会におきまして、正副委員長が決まりましたので、報告

いたします。 

総務委員会は、委員長に、尾澤満治議員、副委員長に、平田精一議員。 

文教厚生委員会は、委員長に、福井昌文議員、副委員長に、鎌田晃二議員。 

産業建設委員会は、委員長に、岡本清靖議員、副委員長に、黒江哲文議員。 

予算委員会は、委員長に、渡邊 一議員、副委員長に、尾澤満治議員。 



3 

 

決算委員会は、委員長に、爪丸裕和議員、副委員長に、鈴木正博議員。以上です。 

なお、先程、各常任委員長、並びに議会運営委員長から、閉会中に継続調査申請書が

提出されました。 

 お諮りいたします。 

本件を日程に追加し、これを議題とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、この際、本件を日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 本件を議題といたします。 

各委員長から申し出のありました案件については、閉会中の継続調査をすることに、ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 日程第３ 選挙第３号 京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を行います。 

同組合規約第５条第２項の規定により、本市議会から、４人の議員を選出することにな

っております。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、山崎 議員、爪丸裕和議員、渡邊 一議員、それに、私、磯永優二、以

上、４人の議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました４人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました４人の議員が、京築広域市町

村圏事務組合議会議員に当選されました。 

 只今、当選されました４人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項
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の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第４ 選挙第４号 吉富町外一市中学校組合議会議員の選挙を行い

ます。 

同組合規約第５条の規定により、本市議会から、５人の議員を選出することになって

おります。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、黒江哲文議員、鈴木正博議員、尾澤満治議員、山崎 議員、秋成茂信議

員、以上、５人の議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました５人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました５人の議員が、吉富町外一市

中学校組合議会議員に当選されました。 

 只今、当選されました５人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第５ 選挙第５号 豊前広域環境施設組合議会議員の選挙を行いま

す。 

同組合規約第５条第２項の規定により、本市議会から、５人の議員を選出することに

なっております。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法１１８条第２項の規定により、指名推選によりたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 
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議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、安江千賀夫議員、福井昌文議員、榎本義憲議員、渡邊 一議員、それに、

私、磯永優二、以上、５人の議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました５人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました５人の議員が、豊前広域環境

施設組合議会議員に当選されました。 

 只今、当選されました５人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第６ 選挙第６号 豊前市外二町清掃施設組合議会議員の選挙を行

います。 

同組合規約第５条第２項の規定により、本市議会から７人の議員を選出することにな

っております。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、黒江哲文議員、鈴木正博議員、岡本清靖議員、尾澤満治議員、爪丸裕和議

員、渡邊 一議員、それに、私、磯永優二、以上、７人の議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました７人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました７人の議員が、豊前市外二町

清掃施設組合議会議員に当選されました。 
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 只今、当選されました７人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第７ 選挙第７号 京築地区水道企業団議会議員の選挙を行います。 

同企業団規約第５条第２項の規定により、本市議会から、３人の議員を選出すること

になっております。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、福井昌文議員、鎌田晃二議員、榎本義憲議員、以上、３人の議員を指名い

たします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました３人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました３人の議員が、京築地区水道

企業団議会議員に当選されました。 

 只今、当選されました３人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第８ 選挙第８号 豊前市外二町財産組合議会議員の補欠選挙を行

います。 

同組合規約第５条第１項の規定により、本市議会から４人の議員を選出することにな

っております。 

 お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法１１８条第２項の規定により、指名推選によりたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 
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議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 それでは、平田精一議員、鎌田晃二議員、岡本清靖議員、宮田精一議員、以上、４人

の議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

只今、議長において指名いたしました４人の議員を当選人とすることに、ご異議ござい

ませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、只今、指名いたしました４人の議員が、豊前市外二町

財産組合議会議員に当選されました。 

 只今、当選されました４人の議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により、告知いたします。 

 続きまして、日程第９ 選挙第９号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を行い

ます。 

選挙の方法は、投票によることといたします。 

議場の閉鎖を命じます。 

只今の出席議員は、１５人であります。 

投票用紙を配付いたします。 

投票用紙の配付もれはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

配付もれなしと認めます。 

投票箱を点検させます。 

異常なしと認めます。 

念のため、申し上げます。投票は、単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次、投票をお願いいたします。 

点呼を命じます。 

（投票） 

投票もれはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

投票もれなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

開票を行います。 
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会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に平田精一議員、及び岡本清靖議員を指

名いたします。両議員の立会をお願いいたします。 

（開票） 

開票の結果を報告いたします。 

投票総数１５票、これは先程の出席議員数に符合しております。その内、有効投票１

５票、無効投票ゼロであります。有効投票中、磯永１４票、宮田議員１票、以上の通り

であります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、私、磯永優二が福岡県介護保険広

域連合議会議員に当選いたしました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもって、福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を終了いたします。 

日程第１０ 復興支援・政策推進特別委員会の設置についてを議題といたします。 

前期に引き続き、東日本大震災により甚大な被害を受けた被災地の復旧・復興支援をは

じめ、安全・安心な電力の安定供給、及び県営宇島港の整備促進などに関する審査につ

いては、９人の委員をもって構成する復興支援・政策推進特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本件については、そのように取り扱うことに決しまし

た。 

 お諮りいたします。 

只今、設置されました復興支援・政策推進特別委員会の委員については、委員会条例第

８条第１項の規定により、平田精一議員、鎌田晃二議員、岡本清靖議員、榎本義憲議員、

尾澤満治議員、山崎 議員、爪丸裕和議員、渡邊 一議員、それに、私、磯永優二、

以上、９人を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。本会議終了後、第２委

員会室において、特別委員会の開催をお願いいたします。 

 日程第１１ 同意案第１号 豊前市監査委員の選任についてを議題といたします。 

市長に、提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 釜井健介君 

 同意案第１号は、豊前市監査委員の選任についてであります。議員のうちから選任し

た監査委員が任期満了となっているため、豊前市監査委員として選任することについて、

地方自治法第１９６条第１項の規定により、市議会の同意を求めるものであります。 

 選任する委員の氏名、住所、生年月日を申し上げます。 
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氏名、榎本義憲。住所、豊前市大字堀立６６５番地の２。生年月日、昭和２４年２月１

１日。６３歳であります。 

 よろしくご同意下さいますよう、お願い申し上げます。 

○議長 磯永優二君 

 市長の説明が終わりました。 

ここで、地方自治法第１１７条の規定により、榎本義憲議員の退席を求めます。 

（榎本議員、退席） 

それでは、監査委員の選任については、市長説明の通り同意することに、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案については、市長説明の通り同意することに決し

ました。 

榎本義憲議員の入室を許可します。 

（榎本議員、入室） 

それでは、榎本義憲議員より、自席におきまして、監査委員就任のご挨拶をお願いいた

します。榎本議員。 

○８番 榎本義憲君 

 先程、監査委員ということで、ご同意を頂きまして、本当にありがとうございました。 

今後は、矢鳴監査委員の意見を十分に尊重し、一委員として、豊前市の予算の執行状況

等、いろんな面で精査し、職責を一生懸命全うしていきたいと考えています。 

どうか皆さん方の温かいご支援、ご支持をお願いいたしまして、簡単ですけどもご挨

拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長 磯永優二君 

 続きまして、日程第１２ 同意案第２号 豊前市教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 釜井健介君 

 同意案第２号は、豊前市教育委員会委員の任命についてであります。豊前市教育委員

会委員１名の辞職に伴い、教育委員会委員を任命することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、市議会の同意を求めるものであり

ます。 

 任命しようとする者の氏名、住所、生年月日を申し上げます。 

氏名、西元孝幸。住所、豊前市大字宇島５８７番地。生年月日、昭和２５年６月８日。
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６１歳であります。 

 よろしくご同意下さいますよう、お願い申し上げます。 

○議長 磯永優二君 

 市長の説明が終わりました。 

豊前市教育委員会委員の任命については、市長説明の通り、同意することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案については、市長説明の通り、同意することに決

しました。 

 以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

今臨時会に付議されました案件は、全て終了いたしました。よって、会議規則第７条の

規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、今臨時会は、本日をもって閉会することに決しました。 

皆さん、お疲れ様でした。 

閉会 １５時３２分 


